
現状の課題 見直しの方向性（案） 

《国民に対する情報提供》 
 予防接種の意義やリスクに関する分かりや
すい説明、推奨接種スケジュール等について
の国民向けの情報提供ツールとしては、ホー
ムページが中心的な役割を果たしているが、
厚生労働省からや国立感染症研究所からの発
信など、情報提供のあり方が一元化されてい
ない。 
 

 
 評価・検討組織の意見を反映させた形で、
予防接種に関するあらゆる情報を一元的に発
信していく。 
 保護者、報道機関、医療関係の専門家等が
それぞれ必要とする情報に容易にアクセスで
きるよう、ホームページの内容の充実や利便
性の向上を図る。 

《母子健康手帳》 
 母子健康手帳は、保護者に必ず提供され比
較的長期にわたり保管されるものであること
から、予防接種に関する情報提供及び接種記
録の管理には効果的なツールである。 
 一方、現行の母子健康手帳では、定期接種
の記載欄が小学校就学前と就学後で一連のも
のとなっていない。 
 

 
 母子健康手帳の定期接種の記載欄を一連の
様式とするなど、予防接種関連の記載項目を
整理・充実して、保護者及び被接種者が予防
接種に関する情報を一元的かつ長期的に管理
できるようにする。 
 
 
※ 「母子健康手帳に関する検討会」におけ 
 る議論と整合性を図る。 
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現状の課題 見直しの方向性（案） 

《教育行政との連携》 
 現在の定期の予防接種の多くは就学前に実
施されているが、今後子宮頸がん予防ワクチ
ンなど対象年齢が高くなると、教育行政と連
携し、学校現場等での接種対象者自身に対す
る情報提供が重要となっている。 

 
 子宮頸がん予防ワクチンについては、がん
教育と一体的な情報提供が重要であり、現在
実施している麻しん対策に加えて、文部科学
省との一層の連携を図る。 
  
  学校における麻しん対策ガイドライン、 
 啓発普及のポスター、リーフレット等を作 
 成。 
 

《接種記録の管理》 
 予防接種台帳については、データ管理して
いる自治体や紙媒体で保管している自治体が
あるなど、情報管理の仕方がまちまちである
ため、接種記録を活用した未接種者の把握に
よる接種勧奨等を十分に行うことができない。 
 

 
 予防接種記録のデータ管理・活用のあり方
については、社会保障・税に関わる番号制度
の議論も踏まえ、引き続き検討する。 
 
 ※ 市町村で管理する予防接種台帳の保存 
  期限は現在5年となっているが、番号制度 
  やＩＴ化の議論と併せて、見直しを検討。 
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（参考）予防接種に関する情報提供の現状について（１） 

ホームページによる情報提供 

厚生労働省ホームページ 

３ 

国立感染症研究所ホームページ 



（参考）予防接種に関する情報提供の現状について（２） 

母子健康手帳 

４ 

母子保健法施行規則に定められている記載項目 



５ 

教育行政との連携 

（参考）予防接種に関する情報提供の現状について（３） 



（参考）予防接種記録の現状について 

予防接種台帳 

６ 

定期の予防接種実施要領（厚生労働省健康局長通知）より 

○ 予防接種法施行令で、市町村長又は都道府県知事は、予防接種を行ったときは、予防接種台帳を作成し、５年間保存 
  しなければならないこととされている。 
   また、予防接種台帳に記載すべき項目としては、予防接種を受けた者の住所、氏名、生年月日、性別及び実施の年月 
  日が定められている。 
○ 定期の予防接種実施要領で、予防接種台帳の様式を示し、適正に管理・保存することを求めている。 


